
 

『めいぎんビギナーズセレクト』概要 

【仕組みがわかりやすい商品】 

・普通預金・定期預金・外貨預金（米ドル建て） 

・個人向け国債 10年 

【公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を目指す商品】 

【連動する指標がわかりやすい商品】 

〈主に日本の公社債に投資を行う投資信託〉 

・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）【愛称：円債くん・毎月】 

・円建て投資適格債券ファンド（年 2回決算型）【愛称：円債くん・年 2回】 

〈主に公社債に投資を行い、一部に株式やリートを組入れる投資信託〉 

・東京海上円資産バランスファンド（年 1回決算型）【愛称：円奏会】 

〈主に内外の株式および公社債やリートを組入れる投資信託〉 

・ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）【愛称：ノアリザーブ】 

・ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（1年決算型）【愛称：ノアリザーブ 1年】 

・投資のソムリエ 

・のむラップ・ファンド（保守型・やや保守型・普通型・やや積極型・積極型） 

〈日経平均株価に連動をする投資信託〉 

・MHAM株式インデックスファンド 225 

・たわらノーロード日経 225 

〈TOPIXに連動する投資信託〉 

・トピックス・インデックス・オープン 

・たわらノーロード TOPIX 

【死亡保障または年金原資、年金支払総額が保険料に対し、保証がある商品】 

〈最低保証が設定されていること等を重視した保険商品〉 

・年金保険・終身保険・養老保険 

【暦年贈与型信託・遺言代用信託は、元本保証の信託です】 

【預金と同様に預金保険制度の対象です。】 

・めいぎん贈与らくらく信託 

・めいぎん家族あんしん信託 

投資信託 

保険 

（2024年 6月現在） 

【ご確認事項】 

上記ラインアップには元本保証のない商品も含まれます。これらは情報の提供を目的としたものであり、別添のご留意事項ほか、商品説明書や目論見書を必

ずご一読いただき、商品のお申込み（ご契約）等最終判断はお客さまご自身でお願いいたします。またこの情報によって生じた損害についてはいかなる場合も

当行は一切の責任を負いません。そのほか、税制や制度などにつきましては最新の情報をご確認ください。 

商号：株式会社名古屋銀行/登録金融機関：東海財務局長（登金）第 19号/加入協会：日本証券業協会 

信託商品

 

預金・債券 

『めいぎんビギナーズセレクト』とは、当行が取扱う商品のうち、「比較的仕組みがわかりやすい商品」や「比較的リスクの低

いと考えられる商品」など、安定的な運用を望まれるお客さまや投資初心者の方に適すると考えられる商品として、ラインア

ップいたしました。別添のご留意事項ほか、商品説明書や目論見書などよくご確認いただき、商品選びのご参考としてお役立

てください。 

DM禁止 個人営業部 



２０１９年１０月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号 ： 株式会社名古屋銀行／登録金融機関 ： 東海財務局長（登金）第19号／加入協会 ： 日本証券業協会 

投資信託についてのご留意事項 

●手数料など諸費用について 

口座管理手数料は無料です。国債を募集により購入する場合は、購入対価

のみをお支払いいただきます。 

個人向け国債を中途換金する際は、以下により算出される中途換金調整額

が売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることにな

ります。 

◎直前 2 回分の各利子（税引前）相当額 × 0.79685（注） 

（注）：平成 25 年 1 月 10 日以降に国が買い取る分から、既発債も中途換金

調整額が変更になります。 

 

●元本欠損リスクについて 

★金利変動リスク 

利付国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動

します。金利が上昇した場合、債券価格は下落します。したがって、償還日

前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる

可能性があり  ます。 

 

●その他について 

国債は預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではありま

せん。 

国債のお取引に関してはクーリング・オフ（金融商品取引法第 37 条の 6 の

規定）の適用はありません。 

償還日または利子支払日を含めず 6 営業日前から償還日または利子支払

日の前営業日までは、中途換金できません。 

個人向け国債は、原則として発行から 1 年以内での中途換金はできませ

ん。 

購入代金（お申込みいただいた日から発行日まで）は付利されません。ま

た、償還日以降の利子はつきません（ご指定の口座へ償還金を入金しま

す）。 

一度約定した取引の取消しは原則できません。 

外貨預金についてのご留意事項 

●手数料など諸費用について   

円貨を外貨に換えるレートと外貨を円貨に換えるレートには当行所定の外国為替手数料が含まれます。 

（最大１外貨あたり片道２円、往復４円） 

●元本欠損リスクについて 

★信用リスク   当行の信用状況によってはお客さまが損失を被るリスクがあります。 

★為替リスク   為替相場の変動によりお受取りの外貨を円換算すると外貨預金のお預入れ時の払込円貨額を下回る（元本割れ）おそれがあります。為替

相場に変動がない場合でも、外国為替手数料がかかるためお受取りの外貨の円換算額が外貨預金お預入れ時の払込円貨額を下回る

（元本割れ）おそれがあります。 

●その他について 

預金保険制度の保護の対象ではありません。 

国債についてのご留意事項 

●手数料など諸費用について 

お預かり手数料はかかりません。各銘柄ごとに設定された販売手数料（お

申込金額、お申込口数、または基準価額に応じて最高3.3％（税込））、信託

報酬（信託財産の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対して最高年率 

2.42％（税込））、信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対し最高 0.5％）

をご負担いただく場合があります。この他に信託事務の諸費用等、投資信

託における有価証券の売買手数料などが信託財産から控除されます。 

●元本欠損リスクについて 

★信用リスク       

債券・株式などの発行体の財務状況の悪化や倒産により、利息や配当、元

本があらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合があり、投

資額を下回る(元本割れ)おそれがあります。 

★価格変動リスク  

経済・社会情勢、企業業績、市場の需給等の影響を受けて株式等の価格

が変動し、それにともない株式等を投資対象としている投資信託の基準価

額は下落し、投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。 

★金利変動リスク 

金利は景気や経済の状況等の影響を受けて変動し、それにともない債券価

格も変動します。一般的に金利が上昇した場合債券価格は下落し、投資額

を下回る（元本割れ）おそれがあります。 

★為替リスク 

日本円と投資対象国通貨間の為替レートの変動により、外貨建資産の円換

算価値が変動します。一般的に取得時よりも円高が進行すると、円換算価

値が目減りし投資額を下回る（元本割れ）おそれがあります。 

●その他について 

投資信託は預金ではありません。また、預金保険制度の保護の対象ではあ

りません。 

投資信託のお取引に関してはクーリング･オフ(金融商品取引法第37条の6

の規定)の適用はありません。 

生命保険についてのご留意事項 

●手数料など諸費用について 

ご契約時および運用期間中、年金受取期間中には「保険契約関係費」「資産運用関係費」「年金管理費」「為替手数料」等をご負担いただくことがあります。また、解

約・一部解約時には「解約控除」がかかることがあります。なお、費用の名称およびご負担いただく費用については、商品ごとに異なりますので具体的な商品が決ま

る前にこれらの合計額を表示できません。 

「保険契約関係費」 ご契約時の初期費用や保険期間中、年金受取期間中の費用等契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。 

「資産運用関係費」 投資信託の信託報酬や信託事務の諸経費等、特別勘定の運用により発生する費用です。 

「年金管理費」 年金受取開始日以後にかかる費用です。 

「為替手数料」 外貨建商品の場合に保険料払込時、年金等の受取時に、円貨と外貨間での交換にかかる手数料です。 

「解約控除」 契約日から一定期間内の解約の場合に、積立金額から控除される金額です。 

●元本欠損リスクについて 

・変額保険の一時払保険料の運用は特別勘定で行われ、特別勘定資産の運用実績に基づいて将来の年金額、死亡保険金額、積立金額および解約払戻金額が変動

（増減）します。特別勘定の運用は、株式・公社債等に投資する投資信託等で行われるため、株式・公社債等の価格変動や為替変動等にともなう投資リスクがありま

す。運用実績によってはお受取りになる年金額や解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 

・定額保険の一時払保険料は、契約日の積立利率（固定利率）で複利運用され、運用期間満了後の年金原資が確定していますが、契約初期費用をご負担いただく場

合、一時払保険料から当該費用控除後の積立金に積立利率を適用するため、一時払保険料に対する実質利回りは積立利率よりも低くなります。 

定額保険の一時払保険料の運用は、公社債を中心に行うことから、解約の際に市場金利の変化等により生じる運用資産の価格変動を解約払戻金に反映させるた

め､市場価格調整を適用し払戻金の調整を行う場合があります。このため解約払戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 

・これらのリスクはすべてご契約者に帰属します。引受保険会社が破綻した場合には生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、この場合にも将来の

年金額、死亡保険金額、払戻金額等が削減されることがあります。 

●その他について 

保険商品は預金ではありません。また、預金保険制度および投資者保護基金の対象にはなりません。元本の保証はありません。 

名古屋銀行は、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介または代理を行いますが、保険契約の引受や保険金等の支払は引受保険会社が行います。 

個人年金保険を除く保険商品は法令等の規制により、お客さまのお勤め先や融資のお申込み状況等によりお申込みいただけない場合がございます。 

商品ごとの手数料等およびリスクは異なりますので、お申込みに際しては当該商品の契約締結前交付書面等を十分にお読みください。 



２０２２年１月現在 

暦年贈与型信託 ご留意事項 

●手数料など諸費用について 

【直接的にご負担いただく費用】 

申込手数料（新規信託設定時および追加信託設定時）…お申込金額の 2.2％（税込） 

なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。 

本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。 

解約手数料…解約手数料はかかりません。 

【間接的にご負担いただく費用】 

信託報酬…信託報酬は、本信託の運用収益から予定配当額を差し引いた金額（信託元本に対して年 8.0％を上限、年 0.001％を下限とします）を計算期日に 

信託財産からいただきます。 

その他信託財産にかかる費用…信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。当該費用等は 

発生時まで確定しないため表示できません。 

●その他について 

・めいぎん贈与らくらく信託は預金保険制度の保護の対象です。 

・めいぎん贈与らくらく信託は原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約（一部解約を含みます）に 

応じることがあります。 

・めいぎん贈与らくらく信託のお申込は原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。 

・予定配当率は信託財産の運用の状況および金融情勢等を勘案のうえ当行が決定します。 

・予定配当率は随時見直し、当行が定める方法により表示します。 

・当行は予定配当率を保証しません（確定利回りの商品ではないため、利益の補足は行いません）。 

遺言代用信託 ご留意事項 

●手数料など諸費用について 

【直接的にご負担いただく費用】 

申込手数料（新規信託設定時および追加信託設定時） 

…受益者代理人選任特約のご利用なし お申込金額の 1.65％（税込） 

受益者代理人選任特約のご利用あり お申込金額の 2.2％（税込） 

なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。 

本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。 

解約手数料…解約手数料はかかりません。 

【間接的にご負担いただく費用】 

信託報酬…信託報酬は、本信託の運用収益から予定配当額を差し引いた金額（信託元本に対して年 8.0％を上限、年 0.001％を下限とします）を計算期日に 

信託財産からいただきます。 

その他信託財産にかかる費用…信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。当該費用等は 

発生時まで確定しないため表示できません。 

●その他について 

・めいぎん家族あんしん信託は預金保険制度の保護の対象です。 

・めいぎん家族あんしん信託は原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約（一部解約を含みます）に 

応じることがあります。 

・めいぎん家族あんしん信託のお申込は原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。 

・予定配当率は信託財産の運用の状況および金融情勢等を勘案のうえ当行が決定します。 

・予定配当率は随時見直し、当行が定める方法により表示します。 

・当行は予定配当率を保証しません（確定利回りの商品ではないため、利益の補足は行いません）。 

商号 ： 株式会社名古屋銀行／登録金融機関 ： 東海財務局長（登金）第 19号／加入協会 ： 日本証券業協会 


